
 

54 | 

第５章 計画の推進 
 

 

１ 推進体制 

本計画の進行管理を定期的、継続的に行うため、以下の推進体制で計画を着実に推進し

ます。 

①環境審議会 
学識経験者、事業者や各種団体の代表者、関係行政機関等で構成し、環境基本計画に

基づく施策の実施状況、目標の達成状況、年次報告書等に関する審議を行います。 

②庁内会議 
関係各課室で構成する庁内会議を組織し、市が実施する施策の実施状況、目標の達成

状況の評価を行い、庁内横断的な推進を図ります。 

 

 

２ 進行管理 

本計画の進行管理は、ＰＤＣＡサイクル（計画《Plan》→実行《Do》→点検・評価《Check》

→見直し《Action》）により着実に実行します。 

具体的には、計画の進捗状況、環境指標の定期的な点検と評価を行い、環境審議会、庁

内会議において審議するとともに、その結果を以降の取組に反映し、継続的な改善を図り

ます。また、計画の進捗状況、環境指標の推移については、年次報告書により市民、事業

者等に公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ＰＤＣＡサイクル 

 

環境基本計画の策定 

点検・評価結果の次年度以降

の施策への反映 

計画（Plan） 

 

年次報告書の作成・公表 

 

施策の実施状況、環境指標の

推移の点検・評価の実施 

 

施策の実行 

実行（Do） 

点検・評価（Check） 

見直し（Action） PDCA サイクル 

環境審議会による審議

庁内会議による検討 




